
 

若者力によるＮＰＯと企業の協働促進事業実施委託業務企画提案書募集要領 

 

（事業の目的） 

第１ ＮＰＯと若者（大学生）が一緒になって、ＳＤＧｓに取り組む企業との連携に向けた企画

提案を行うことにより、ＮＰＯの活動の可能性を広げるとともに、次世代の新たな担い手を

育成し、多様な主体が社会全体で地域活動を支えていくことを促進する。このような目的の

ため、「若者力によるＮＰＯと企業の協働促進事業」を実施する業務を委託する。 

 

（事業の内容） 

第２ 別紙１「若者力によるＮＰＯと企業の協働促進事業実施委託業務仕様書」のとおり。 

 

（委託期間） 

第３ 委託期間は、契約の日（令和８年５月下旬を予定）から令和９年３月 19 日までとする。 

 

（委託金額） 

第４ 委託金額は、5,452,168 円（消費税等を含む）を上限とする。 

 

（事業実施要件） 

第５ 委託事業の経理を明確にするため、委託事業についての会計帳簿を備え、他の経理と明確

に区分して会計処理を行うこと。 

 

（委託の方法） 

第６ 企画提案を募集し、県が設置する選定委員会において、選定された事業者と、業務仕様を

協議した上で、委託契約を締結する。 

 

（応募者の資格） 

第７ 応募者は、以下の条件を全て満たす者であること。 

 （１）企画提案書提出期限の時点で、令和８・９年度入札参加資格者名簿「（大分類）03．役

務の提供等」のうち、「（中分類）16．その他の業務委託等」の「（小分類）03．研修」に

登録されている者であること。ただし、県内に事務所を有し、自らＮＰＯ活動を行ってい

る民間非営利団体は、この限りではない（ここでいうＮＰＯ活動とは、ボランティア活動

をはじめとする市民が行う自由な社会貢献活動をさすものとする。）。 

 （２）企画提案書の受付期間において、愛知県から入札参加資格（指名）停止を受けていない

こと。 

 （３）地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16号）第 167 条の４＜一般競争入札の参加者の資

格＞の規定に該当しないこと。 

 （４）「愛知県が行う事務及び事業からの暴力団排除に関する合意書」（平成 24年６月 29 日付

け愛知県知事・愛知県警察本部長締結）に基づく排除措置を受けていない者であること。 



 （５）県内に本社、支社、営業所又は事務所を有すること。 

 （６）特定非営利活動法人にあっては、特定非営利活動促進法に基づく各種提出書類を適法に

所轄庁に提出していること。 

   なお、上記（１）から（６）を満たす複数の団体からなる共同事業体による応募も可能と

する。共同事業体で企画提案を行う場合は、事前に申し出ること。 

 

（応募の手続き） 

第８ 応募者は、以下により企画提案書等を作成し、持参又は郵送により提出すること。 

 （１）提出書類 

   ア 企画提案書（様式１） 

     「提案内容」は、Ａ４判・縦置き・片面の用紙に 10 枚以内で作成すること。 

     ただし、以下に該当する場合は、それぞれに掲げる書類をあわせて提出すること。 

   （ｱ） 設立１年以上の法人格のない団体 

      団体の定款（会則）、役員名簿、直近の事業報告書及び活動計算書 

   （ｲ） 設立１年未満の法人格のない団体 

      団体の定款（会則）、役員名簿、直近の事業計画書及び活動計算書 

   （ｳ） 設立１年未満の特定非営利活動法人（愛知県認証法人を除く。） 

      直近の事業計画書及び活動計算書 

   （ｴ） 愛知県認証以外の特定非営利活動法人 

      定款、直近の事業報告書及び活動計算書、貸借対照表、財産目録 

   イ 団体役員等情報（様式２） 

   ウ 社会的価値の実現に資する取組に関する申告書（様式３） 
 （２）提出部数 
    アの企画提案書は９部（原本１部、写し８部） 
    イの団体役員等情報、ウの社会的価値の実現に資する取組に関する資料は１部 
 （３）提出期限 
    令和８年５月７日（木）午後５時必着 

    ※電子メール及びファクシミリによる応募は受け付けない。 

 （４）提出場所 

    名古屋市東区上竪杉町１ 愛知県女性総合センター（ウィルあいち） 

    あいちＮＰＯ交流プラザ 

 （５）企画提案書の取扱い 

    提出のあった企画提案書については、返還しない。 

 （６）その他 

    企画提案書作成及びプレゼンテーションに必要な費用については、各提出者の負担とす

る。 
 

 



（事前説明会の開催） 

第９ 応募を希望する者を対象に、下記のとおり事前説明会を開催する。出席は応募の必須条件

ではないが、応募を希望する者は可能な限り出席すること。なお、会場の都合により出席者

は１者（団体）２名以内とする。 

 （１）日時 

    令和８年４月 21 日（火） 午前 10 時から午前 11 時まで 

 （２）場所 

    名古屋市東区上竪杉町 1 愛知県女性総合センター（ウィルあいち） 

    あいちＮＰＯ交流プラザ 会議コーナー（大会議室） 

 （３）参加申込方法 

    下記のとおりメールで行うこと。 

    ・申込期限：令和８年４月 20 日（月）午後５時まで 

    ・本文中に以下の情報を記載すること 

     貴社（団体）名 

     参加者所属・氏名 

     連絡先（電話番号、メールアドレス） 

    ・申込先：愛知県県民文化局県民生活部社会活動推進課ＮＰＯグループ 

     電子メール：npo-plaza@pref.aichi.lg.jp 

 

（提案の審査及び委託先の決定） 

第10 次の（１）から（７）の審査基準を基に、別に設置する選定委員会において、期限までに

提出された企画提案書について、書面審査により５者を選定した後、プレゼンテーションに

よる審査を行い、最優秀企画提案者を１者選定する。なお、プレゼンテーションは１者 15

分以内とし、その後に数分程度の質疑を行うものとする。 

 （１）業務の実施体制 

 （２）現状分析 

 （３）提案内容の的確性 

 （４）期待できる効果 

 （５）事業実施能力 

 （６）事業積算の妥当性 

 （７）社会的価値の実現に資する取組 

   審査の結果は、書面で提案者に通知する。 

 

（選定委員会の開催） 

第11 選定委員会の開催日時については、後日提案者に通知する。 

 

（委託料の支払） 

第12 委託料の支払方法については、県と委託先との協議により決定する。 

mailto:npo-plaza@pref.aichi.lg.jp


（事業実施日程） 

第13 事業実施日程は、次のとおりとする。 

① 公募開始 令和８年４月16日 

② 事業説明会実施 ４月21日 

③ 企画提案書提出期限 ５月７日 

④ 選定委員会の実施、企画提案の決定 ５月中旬 

⑤ 委託契約締結、事業開始 ５月下旬 

⑥ 事業終了 令和９年３月19日 

 

 


